
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

平成 30 年８月 30 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの     １件 

         厚生年金保険関係      １件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの          ２件 

         国 民 年 金      １件 

         厚生年金保険関係      １件 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1800073 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1800040 号 

 

第１ 結論  

   請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を平成 18年

５月１日から同年４月１日に訂正し、同年４月の標準報酬月額を 18 万円とすることが必要で

ある。 

   平成 18 年４月１日から同年５月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定に

より、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 18 年４月１日から同年５月１日までの期間の厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 18年４月１日から同年５月１日まで 

    ねんきん定期便を見ると、Ａ社における厚生年金保険の資格取得年月日は平成 18 年５月

１日と記録されているが、請求期間に同社に勤務しており、保管している給与明細書を見る

と、同年４月分の給与から厚生年金保険料が控除されているので、調査の上、請求期間を厚

生年金保険の被保険者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   雇用保険の記録、Ｂ社から提出された請求者に係る平成 18 年賃金台帳、同社の回答、請求

者から提出された平成 18 年分給与所得の源泉徴収票及び給与明細書により、請求者が、請求

期間において、Ａ社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請

求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標

準報酬月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、請求者の請求期間に係る標準報酬月額については、前述の賃金台帳及び給与明

細書により確認又は推認できる報酬月額から、18 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、平成 18 年４月１日を資格取得年月日とする届出を社会保険事務所（当時）に提出

しておらず、請求者に係る同年４月分の厚生年金保険料についても納付していないことを認め

ている上、事業主から提出された請求者に係る「厚生年金基金加入員資格取得確認および報酬

標準給与決定通知書」及びＣ基金から提出された請求者に係る「厚生年金基金加入員資格取得

届」における資格取得年月日が平成 18 年５月１日となっていることから、事業主から同日を

資格取得年月日とする「厚生年金保険被保険者資格取得届」が提出され、その結果、社会保険

事務所は、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1800047 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1800020 号 

 

第１ 結論 

平成４年６月の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認め

ることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成４年６月 

    私は、時期は定かではないが、Ａ県Ｂ市Ｃ区役所に出向き、同区役所の窓口において、

国民年金の種別変更手続を行った。その後、私は、60歳までの国民年金保険料を欠かさず

納付してきた。 

    しかし、日本年金機構から届いた書類を見ると、請求期間の国民年金保険料について、

未納と記録されている。実際に納付した時期や方法についてはよく憶えていないが、私が

所持する元夫名義のＤ銀行Ｅ支店(現在はＦ銀行Ｇ支店)の総合口座通帳（以下「通帳」と

いう。）からは、請求期間の国民年金保険料を口座振替で納付した記録が確認できる。当該

通帳を資料として提出するので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された通帳を見ると、平成４年６月 26 日に、請求期間当時の国民年金保険

料額と一致する額「9,700 円」及び摘要欄に「年金｣の記載が確認できることから、当該記載内

容は、請求期間当時、国民年金保険料が口座振替で納付されたものと推認できる。 

しかしながら、通帳には、平成３年 11 月から平成４年 10月までの各月において、上記と同

じ「年金」の記載が確認できるところ、当該記載のある日付は、当時同居していた請求者の長

男に係るオンライン記録の国民年金保険料の収納年月日と一致している上、平成４年 11 月 26

日以降については二人分の国民年金保険料が口座振替されていることから、請求者の国民年金

保険料は同日から口座振替による納付が開始されたものと考えられ、請求期間である平成４年

６月 26 日に係る通帳の記載は、請求者ではなく請求者の長男に係る国民年金保険料であるこ

とが推認できる。 

また、オンライン記録によると、請求者の国民年金第３号被保険者から第１号被保険者への

種別変更の資格得喪年月日は、当初、平成４年８月６日付けで、同年７月１日と記録された後、

平成８年８月 23 日付けで、当該種別変更の資格得喪年月日を平成４年７月１日から同年６月

30 日に変更されており、当該変更時点（平成８年８月 23 日）までは、請求者は請求期間にお

いて、国民年金第３号被保険者として記録されていたことから、請求者に係る請求期間の国民

年金保険料の納付書が発行されたとは考え難く、納付書及び口座振替のいずれの納付方法によ

っても現年度納付をすることができない。 

さらに、請求者の資格得喪年月日が変更された平成８年８月 23 日において、請求期間の国

民年金保険料は、国民年金法の時効の規定により納付することができず、過年度納付もするこ

とはできない。 

加えて、請求者が請求期間について国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家



計簿、確定申告書控等）はなく、請求期間について、ほかに請求者の国民年金保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1800065 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1800041 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 平成元年３月 25 日から同年４月１日まで 

   Ａ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失年月日が平成元年３月 25 日と記録されて

いるが、同社において、同年３月 31 日まで勤務していたので、資格喪失年月日を同年４月

１日に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

雇用保険の記録によると、Ａ社における請求者の離職年月日は平成元年３月 25 日であると

ころ、同日を含む請求期間について、同社は、請求者が勤務していたか否かは不明である旨回

答している。 

また、Ａ社の事業主は、「請求期間当時の担当者は退職しており、資料も残っておらず、当

時の代表取締役に聞いても請求者の勤務状況等を覚えていない。」旨陳述していることから、

請求者の請求期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、事業所に確認すること

ができない。 

   さらに、オンライン記録において、請求期間にＡ社における厚生年金保険の被保険者記録が

あり、所在の判明した元同僚二人に照会し、一人から回答を得たが、当該元同僚は、「請求者は

Ａ社に勤務していたが、退職年月日については記憶がない。」旨回答しており、請求者の請求

期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、元同僚から確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認又

は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 


